
議第１２号 

 

酒田市教育委員会事務局等の組織及び運営に関する規則の一部改 

正について 

 

酒田市教育委員会事務局等の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規

則を次のように制定する。 

 

令和５年３月１７日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

酒田市教育委員会事務局等の組織及び運営に関する規則の一部を

改正する規則 

 

酒田市教育委員会事務局等の組織及び運営に関する規則（平成１７年教育委

員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条中「市長」を「市長又は会計管理者」に改める。 

第５条第１項第３号を次のように改める。 

(3) 社会教育課 社会教育係 

第６条第１項の表社会教育文化課の部を次のように改める。 

社会教

育課 

社会教

育係 

(1) 生涯学習及び社会教育の事業計画の推進に関するこ 

と。 

(2) 社会教育委員の会議に関すること。 

(3) 公民館運営審議会に関すること。 

(4) 生涯学習及び社会教育施設の運営に関すること。 

(5) 生涯学習及び社会教育施設の整備及び維持管理に関す

ること。 

(6) 総合文化センター内各施設の管理及び調整に関するこ

と。 



(7) 生涯学習の推進計画の策定及び推進体制に関するこ

と。 

(8) 視聴覚教育の振興及び教材の利用に関すること。 

(9) 生涯学習及び社会教育団体の育成指導に関すること。 

(10) コミュニティ団体が実施する生涯学習及び社会教育

事業に対する助言に関すること。 

(11) 二十歳を祝う成人の集いの開催に関すること。 

(12) 子ども会育成功労者表彰の表彰事務に関すること。 

(13) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習及び社会教育

の振興に関すること。 

(14) 酒田駅前交流拠点施設ミライニの管理運営に関する

こと。 

(15) 酒田市立図書館の運営指導に関すること。 

(16) ミライニ運営評価審議会に関すること。 

(17) 子ども読書活動推進計画に関すること 

(18) 図書館情報システムの維持管理に関すること。 

(19) 駅周辺整備事業との連携に関すること。 

(20) 課の予算、経理及び庶務に関すること。 

第９条第１項を削り、同条第２項を同条とする。 

第１３条を削る。 

第１２条第１項中「もの又は」を「者が、」に、「やむを得ないもの」を 

「やむを得ない事項」に改め、同条第２項中「受けたもの」を「受けた者」 

に、「やむを得ないもの」を「やむを得ない事項」に改め、同条を第１３条と

する。 

第１１条を第１２条とする。 

第１０条第２項ただし書中「受けたもの」を「受けた事項」に、「もののほ

か」を「事項を除き」に改め、同条を第１１条とし、第９条の次に次の１条を

加える。 

（事務の専決） 

第１０条 教育長の権限に属する事務のうち、教育次長並びに課長、主幹、中

央公民館長及び学校給食共同調理場所長（以下「課長等」という。）の各職

位の専決区分は、別表第１のとおりとする（主幹については特定事務に限 

る。）。 

別表第１中「第９条関係」を「第１０条関係」に改め、同表 ２ 課長等専



「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

「 

 

 

 

 

」 

決事項の表中 

 

社会教育文化

課  

社会教育指

導  

１ 定例又は軽易な社会教育の指導及び行事計画

の決定 

２ 社会教育主事が行う指導計画の決定  

文化芸術活

動  

定例又は軽易な文化芸術活動計画の決定  

文化財 文化財の調査  

資料の刊行  社会教育、文化芸術、文化財及び図書関係各資料

の刊行 

 

を 

 

社会教育課 社会教育指

導 

１ 定例又は軽易な社会教育の指導及び行事計画

の決定 

２ 社会教育主事が行う指導計画の決定 

資料の刊行 社会教育及び図書関係各資料の刊行 

 

に改める。 

別表第２社会教育文化課の部を次のように改める。 

社会教育課 酒田市総合文化センター 酒田市中央西町２番５９号 

酒田市中央公民館 酒田市中央西町２番５９号 

酒田市清亀園 酒田市浜田一丁目１１番地 

１３号 

酒田市ひらた生涯学習センター 酒田市北俣字仁助新田３１

番地の１ 

酒田市出羽遊心館 酒田市飯森山三丁目１７番

地の８６ 

酒田市公益研修センター 酒田市飯森山三丁目５番地

の１ 

酒田市ひらた農村コミュニティカ

レッジ拠点施設 

酒田市飛鳥字契約場３５番

地 



酒田市眺海の森天体観測館 酒田市土渕字甚治郎向２０

番地の２ 

酒田市酒田駅前交流拠点施設ミラ

イニ 

酒田市幸町一丁目１０番１

号 

酒田市立中央図書館 酒田市幸町一丁目１０番１

号 

酒田市立中央図書館八幡分館 酒田市観音寺字寺ノ下４１

番地 

酒田市立中央図書館松山分館 酒田市字山田２０番地の１ 

酒田市立中央図書館ひらた図書セ

ンター 

酒田市飛鳥字契約場３５番

地 

 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

市の行政組織の改編に伴う分掌事務等の見直し並びに教育長の権限に属する

事務の委任及び専決に関し整理するため、所要の改正を行うものである。 



酒田市教育委員会事務局等の組織及び運営に関する規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(用語の意義) 

第2条 この規則にある用語の意義については、酒田市事務決裁規程(平

成17年訓令第1号)第2条の規定を準用する。この場合において、同条

中「市長又は会計管理者」とあるのは、「教育長」と読み替えるものと

する。 

(用語の意義) 

第2条 この規則にある用語の意義については、酒田市事務決裁規程(平

成17年訓令第1号)第 2条の規定を準用する。この場合において、同条

中「市長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。 

(課及び係の設置) 

第5条 事務局には、その所掌事務を遂行するため次の課及び係(室を含

む。以下同じ。)を設ける。 

(課及び係の設置) 

第5条 事務局には、その所掌事務を遂行するため次の課及び係(室を含

む。以下同じ。)を設ける。 

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

(3) 社会教育課 社会教育係 (3) 社会教育文化課 社会教育係 ミライニ係 文化芸術係 文化財

係 

(4) (略) (4) (略) 

2・3 (略) 2・3 (略) 

(分掌事務) 

第6条 各課及び各係の分掌事務は、次のとおりとする。 

(分掌事務) 

第6条 各課及び各係の分掌事務は、次のとおりとする。 

課 係 分掌事務 

(略) (略) (略) 

社会教育

課 

 

 

 

社会教育

係 

 

 

 

(1) 生涯学習及び社会教育の事業計画の推進に関す

ること。 

(2) 社会教育委員の会に関すること。 

(3) 公民館運営審議会に関すること。  

(4) 生涯学習及び社会教育施設の運営に関するこ

課 係 分掌事務 

(略) (略) (略) 

社会教育

文化課 

 

 

 

社会教育

係 

 

 

 

(1) 生涯学習及び社会教育の事業計画の推進に関

すること。 

(2) 社会教育委員の会に関すること。 

(3) 公民館運営審議会に関すること。  

(4) 生涯学習及び社会教育施設の運営に関するこ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(削る) 

 

 

 

 

 

 

 

 

と。 

(5) 生涯学習及び社会教育施設の整備及び維持管理

に関すること。 

(6) 総合文化センター内各施設の管理及び調整に関

すること。  

(7) 生涯学習の推進計画の策定及び推進体制に関す

ること。 

(8) 視聴覚教育の振興及び教材の利用に関するこ

と。  

(9) 生涯学習及び社会教育団体の育成指導に関する

こと。  

(10) コミュニティ団体が実施する生涯学習及び社

会教育事業に対する助言に関すること。  

(11) 二十歳を祝う成人の集いの開催に関するこ

と。 

(12) 子ども会育成功労者表彰の表彰事務に関する

こと。 

(13) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習及び社

会教育の振興に関すること。  

(14) 酒田駅前交流拠点施設ミライニの管理運営に

関すること。 

(15) 酒田市立図書館             

の運営指導に関すること。 

(16) ミライニ運営評価審議会に関すること。 

(17) 子ども読書活動推進計画に関すること。 

(18) 図書館情報システムの維持管理に関するこ

と。 

(19) 駅周辺整備事業との連携に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と。 

(5) 生涯学習及び社会教育施設の整備及び維持管

理に関すること。 

(6) 総合文化センター内各施設の管理及び調整に

関すること。  

(7) 生涯学習の推進計画の策定及び推進体制に関

すること。 

(8) 視聴覚教育の振興及び教材の利用に関するこ

と。  

(9) 生涯学習及び社会教育団体の育成指導に関す

ること。  

(10) コミュニティ団体が実施する生涯学習及び社

会教育事業に対する助言に関すること。  

(新設) 

 

(新設) 

 

(11) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習及び社

会教育の振興に関すること。  

ミライニ

係 

(1) 酒田駅前交流拠点施設ミライニの管理運営に

関すること。 

(2) 酒田市立図書館(酒田市立光丘文庫を除く。)

の運営指導に関すること。 

(3) ミライニ運営評価審議会に関すること。 

(4) 子ども読書活動推進計画に関すること  

(5) 図書館情報システムの維持管理に関するこ

と。 

(6) 駅周辺整備事業との連携に関すること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(削る) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(削る) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) 課の予算、経理及び庶務に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) (略) (略) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設) 

文化芸術

係 

(1) 文化芸術の振興に関すること。 

(2) 文化芸術推進審議会に関すること。  

(3) 文化芸術の推進計画の策定及び推進体制に関

すること。 

(4) 文化芸術団体の育成指導に関すること。 

(5) 文化芸術の奨励に関すること。 

(6) 文化芸術施設の運営に関すること。 

(7) 文化芸術施設の整備及び維持管理に関するこ

と。 

(8) 市民会館の運営に関すること。 

(9) 市民会館の整備及び維持管理に関すること。 

文化財係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 文化財保護審議会等各種協議会及び会議に関す

ること。 

(2) 文化財の調査及び保護に関すること。 

(3) 埋蔵文化財の調査、整備及び保護に関するこ

と。 

(4) 文化財愛護思想の普及に関すること。 

(5) 文化財保護団体の育成指導に関すること。 

(6) 指定無形民俗文化財保存事業に関すること。 

(7) 文化財資料の刊行配布に関すること。 

(8) 文化財施設の運営に関すること。 

(9) 文化財施設の整備及び維持管理に関すること。 

(10) 市史編さんに関すること。 

(11) 課の予算、経理及び庶務に関すること。 

(略) (略) (略) 
 

2 (略) 2 (略) 



(事務の委任) 

第9条 (削る) 

(事務の委任) 

第9条 教育長の権限に属する事務のうち、教育次長並びに課長、主幹、

中央公民館長及び学校給食共同調理場所長(以下「課長等」という。)に

委任する事務は、別表第 1のとおりとする(主幹については特定事務に

限る。)。 

1 (略) 2 (略) 

(事務の専決) 

第10条 教育長の権限に属する事務のうち、教育次長並びに課長、主

幹、中央公民館長及び学校給食共同調理場所長(以下「課長等」とい

う。)の各職位の専決区分は、別表第1のとおりとする(主幹については

特定事務に限る。)。 

(新設) 

(教育長の事務代決) 

第11条 (略) 

(教育長の事務代決) 

第10条 (略) 

2 教育長、教育次長ともに不在のときは、所管の課長等がその事務を代

決する。ただし、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急やむを得ない事

項を除き、重要若しくは疑義のある事項は、代決することはできない。 

2 教育長、教育次長ともに不在のときは、所管の課長等がその事務を代

決する。ただし、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないも

ののほか、重要若しくは疑義のある事項は、代決することはできない。 

3 (略) 3 (略) 

(専決事務) 

第12条 (略) 

(専決事務) 

第11条 (略) 

(専決事務の代決) 

第13条 教育次長の専決事務について、教育次長が不在のときは、あら

かじめ指示を受けた者が、緊急やむを得ない事項は、企画管理課長がそ

の事務を代決する。 

(専決事務の代決) 

第12条 教育次長の専決事務について、教育次長が不在のときは、あら

かじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものは、企画管理課長が

その事務を代決する。 

2 課長等の専決事務について、課長等が不在のときは、あらかじめ指示

を受けた者が、緊急やむを得ない事項は、課長補佐又は副館長がその事

務を代決する。 

2 課長等の専決事務について、課長等が不在のときは、あらかじめ指示

を受けたものが、緊急やむを得ないものは、課長補佐又は副館長がその

事務を代決する。 

(削る) (課長等権限の委任) 



第13条 課長等職務のうち軽易な事務処理についての権限は、課長補

佐、副館長及び係長に委任することができる。 

 

別表第 1(第10条関係) 

 

別表第 1(第9条関係) 

1 教育次長専決事項 1 教育次長専決事項 

(表は省略) (表は省略) 

2 課長等専決事項 2 課長等専決事項 

課区分 事務の種類 専決事項 

(略) (略) (略) 

社会教育

課 

社会教育指

導 

1 定例又は軽易な社会教育の指導及び行事計画

の決定 

2 社会教育主事が行う指導計画の決定 

(削る)  

 

(削る)  

資料の刊行 社会教育          及び図書関係各

資料の刊行 

(略) (略) (略) 
 

課区分 事務の種類 専決事項 

(略) (略) (略) 

社会教育文

化課 

社会教育指

導 

1 定例又は軽易な社会教育の指導及び行事

計画の決定 

2 社会教育主事が行う指導計画の決定 

文化芸術活

動 

定例又は軽易な文化芸術活動計画の決定 

文化財 文化財の調査 

資料の刊行 社会教育、文化芸術、文化財及び図書関係各

資料の刊行 

(略) (略) (略) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第 2(第15条関係) 別表第 2(第15条関係) 

教育機関等の名称及び位置 教育機関等の名称及び位置 

所管課 名称 位置 

(略) (略) (略) 

社会教

育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒田市総合文化センター 酒田市中央西町 2番 59号 

酒田市中央公民館 酒田市中央西町 2番 59号 

酒田市清亀園 酒田市浜田一丁目 11番地13号 

酒田市ひらた生涯学習セン

ター 

酒田市北俣字仁助新田 31番地の1 

酒田市出羽遊心館 酒田市飯森山三丁目 17番地の86 

酒田市公益研修センター 酒田市飯森山三丁目 5番地の1 

酒田市ひらた農村コミュニ

ティカレッジ拠点施設 

酒田市飛鳥字契約場 35番地 

酒田市眺海の森天体観測館 酒田市土渕字甚治郎向 20番地の2 

(削る)  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

所管課 名称 位置 

(略) (略) (略) 

社会教

育文化

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒田市総合文化センター 酒田市中央西町 2番59号 

酒田市中央公民館 酒田市中央西町 2番59号 

酒田市清亀園 酒田市浜田一丁目 11番地13号 

酒田市ひらた生涯学習セン

ター 

酒田市北俣字仁助新田 31番地の 1 

酒田市出羽遊心館 酒田市飯森山三丁目 17番地の 86 

酒田市公益研修センター 酒田市飯森山三丁目 5番地の1 

酒田市ひらた農村コミュニ

ティカレッジ拠点施設 

酒田市飛鳥字契約場 35番地 

酒田市眺海の森天体観測館 酒田市土渕字甚治郎向 20番地の 2 

酒田市立資料館 酒田市一番町8番16号 

酒田市土門拳記念館 酒田市飯森山二丁目 13番地 

酒田市民会館 酒田市本町二丁目 2番10号 

酒田市美術館 酒田市飯森山三丁目 17番地の 95 

酒田市旧鐙屋 酒田市中町一丁目 14番20号 

酒田市旧白崎医院 酒田市南新町一丁目 6番13号 

酒田市阿部記念館 酒田市山寺字宅地 179番地の 1 

酒田市旧阿部家 酒田市山元字上千刈田 27番地 

酒田市松山歴史公園 酒田市字新屋敷 36番地の 2 

酒田市松山文化伝承館 酒田市字新屋敷 36番地の 2 

酒田市松山城址館 酒田市字新屋敷 34番地 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

酒田市酒田駅前交流拠点施

設ミライニ 

酒田市幸町一丁目 10番1号 

酒田市立中央図書館 酒田市幸町一丁目 10番1号 

(削る)  

酒田市立中央図書館八幡分

館 

酒田市観音寺字寺ノ下 41番地 

酒田市立中央図書館松山分

館 

酒田市字山田20番地の1 

酒田市立中央図書館ひらた

図書センター 

酒田市飛鳥字契約場 35番地 

(略) (略) (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒田市松山城大手門 酒田市字新屋敷 37番地の 2 

酒田市茶室翠松庵 酒田市字新屋敷 36番地の 2 

酒田市城輪史跡公園 酒田市城輪字嘉平田 6番地の1 

酒田市酒田町奉行所跡 酒田市本町一丁目 3番12 

(新設) (新設) 

酒田市立中央図書館 酒田市幸町一丁目 10番1号 

酒田市立光丘文庫 酒田市中町一丁目 4番10号 

酒田市立中央図書館八幡分

館 

酒田市観音寺字寺ノ下 41番地 

酒田市立中央図書館松山分

館 

酒田市字山田20番地の 1 

酒田市立中央図書館ひらた

図書センター 

酒田市飛鳥字契約場 35番地 

(略) (略) (略) 
 

 



議第１３号 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則の一部改正について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則の一部を改正する規則を次のように制

定する。 

 

令和５年３月１７日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則の一部を改正する規則 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則（平成１７年教育委員会規則第５号）

の一部を次のように改正する。 

 

題名を次のように改める。 

酒田市教育委員会の事務の委任等に関する規則 

第１条第３号中「及び」を「その他教育委員会の定める」に改め、同条第５

号を次のように改める。 

(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

の任免その他の人事に関すること。 

第１条第６号中「県費負担教職員としての校長及び教頭の」を削り、「その

他」を「その他の」に改め、同条第９号中「校長若しくは教頭又は」を削り、

同条第１２号中「及び公民館運営審議会委員並びにその他の委員」を「、公民

館運営審議会委員その他地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第

３項第２号に規定する特別職の職員となる委員及び学校医、学校歯科医、学校

薬剤師その他同項第３号に規定する特別職の職員となる者」に、「任命又は委

嘱」を「委嘱又は任命」に改め、同条中第１６号及び第１７号を削り、第１８

号を第１６号とし、同条に次の１号を加える。 

(17) 教育委員会が行う処分その他公権力の行使に当たる行為（以下「行政

処分」という。）に関すること。 



第１条に次の１項を加える。 

２ 教育長は、前項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務

の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育

機関の職員（以下「事務局職員等」という。）に委任し、又は事務局職員等

に専決させることができる。 

第３条を次のように改める。 

(教育長の専決事務) 

第３条 教育委員会は、次に掲げる事務を教育長に専決させる。 

(1) 教育委員会訓令、教育委員会告示その他の規程の制定又は改廃に関する

こと。 

(2) 教育委員会事務局の教育次長、課長及び主幹を除く職員並びに学校その

他の教育機関の長を除く職員の任免その他の人事に関すること。ただし、

分限（心身の故障のため、長期の休養を要する場合を除く。以下同じ。）

及び懲戒に関することを除く。 

(3) 校長及び教頭を除く県費負担教職員の任免その他の進退について内申す

ること。ただし、分限及び懲戒に関することを除く。 

(4) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他地方公務員法第３条第３項第３

号に規定する特別職の職員となる者の委嘱又は任命に関すること。 

(5) 行政処分に関すること。 

２ 教育長は、前項に規定する専決事務の一部を事務局職員等に専決させるこ

とができる。 

第４条の見出しを「（教育長の臨時代理）」に改め、同条第１項及び第２項

中「専決」を「臨時に代理」に改める。 

第５条第１項中「第１条」の次に「、第３条」を加える。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の酒田市教育委員会教育長

事務委任規則の規定に基づき、酒田市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）又は教育長がそれぞれの権限によってした処分、決定、手続その他の

行為は、この規則による改正後の酒田市教育委員会の事務の委任等に関する

規則の規定による教育委員会又は教育長の権限に相当する処分、決定、手続

その他の行為とみなす。 



（酒田市教育委員会会議規則の一部改正） 

３ 酒田市教育委員会会議規則（平成１７年教育委員会規則第２号）の一部を

次のように改正する。 

第１７条中「酒田市教育委員会教育長事務委任規則」を「酒田市教育委員

会の事務の委任等に関する規則」に、「第１条」を「第１条第１項」に、

「、第１２号及び第１７号」を「及び第１２号」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

教育委員会が所管する事務の権限について、教育長に委任する事項及び教育

長が専決する事項を整理し、事務の円滑な執行を図るとともに、法令及び教育

委員会が定める規則その他の規程と整合を図るため、所要の改正を行うもの。 



酒田市教育委員会教育長事務委任規則新旧対照表 

新 旧 

酒田市教育委員会の事務の委任等に関する規則 酒田市教育委員会教育長事務委任規則 

 

本則 

 

本則 

(委任事項) 

第1条 酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる

事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。 

(委任事項) 

第1条 酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる

事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。 

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

(3) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に

関すること。 

(3) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃に関すること。 

(4) (略) (4) (略) 

(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関

の職員の任免その他の人事に関すること。 

(5) 教育次長、課長及び主幹の任免を行うこと。 

(6) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員としての校長及び教頭

の任免その他の進退について内申すること。 

(6) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員としての校長及び教頭

の任免その他進退について内申すること。 

(7)・(8) (略) (7)・(8) (略) 

(9) 県費負担教職員以外の校長若しくは教頭又は教育機関の長の任命

に関すること。 

(9) 県費負担教職員以外の校長若しくは教頭又は教育機関の長の任命

に関すること。 

(10)・(11) (略) (10)・(11) (略) 

(12) 社会教育委員、公民館運営審議会委員その他地方公務員法(昭和2

5年法律第 261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の職員となる

委員及び学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他同項第 3号に規定す

る特別職の職員となる者の委嘱又は任命に関すること。 

(12) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員並びにその他の委員の任

命又は委嘱に関すること。 

(13)～(15) (略) (13)～(15) (略) 



(削る) (16) 市指定文化財の指定及び解除に関すること。 

(削る) (17) 庄内文化賞及び阿部次郎文化賞の受賞者の決定に関すること。 

(16) (略) (18) (略) 

(17) 教育委員会が行う処分その他公権力の行使に当たる行為(以下

「行政処分」という。)に関すること。 

(新設) 

2 教育長は、前項の規定により委任された事務その他その権限に属する

事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その

他の教育機関の職員(以下「事務局職員等」という。)に委任し、又は事

務局職員等に専決させることができる。 

(新設) 

(教育長の専決事務) 

第3条 教育委員会は、次に掲げる事務を教育長に専決させる。 

(1) 教育委員会訓令、教育委員会告示その他の規程の制定又は改廃に

関すること。 

(2) 教育委員会事務局の教育次長、課長及び主幹を除く職員並びに学

校その他の教育機関の長を除く職員の任免その他の人事に関するこ

と。ただし、分限(心身の故障のため、長期の休養を要する場合を除

く。以下同じ。)及び懲戒に関することを除く。 

(3) 校長及び教頭を除く県費負担教職員の任免その他の進退について

内申すること。ただし、分限及び懲戒に関することを除く。 

(4) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他地方公務員法第3条第3

項第 3号に規定する特別職の職員となる者の委嘱又は任命に関するこ

と。 

(5) 行政処分に関すること。 

(委任の委譲) 

第3条 教育長は、教育委員会規則の定めるところにより、その事務の一

部をその指定する職員に委任することができる。 

2 教育長は、前項に規定する専決事務の一部を事務局職員等に専決させ

ることができる。 

(新設) 

(教育長の臨時代理) (専決処分) 



第4条 教育長は、第1条各号に掲げる事項について、特に緊急な処理を

要するため教育委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する時間的

余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は災害その他やむを得

ない事情のため会議を開くことができないときは、当該事務を臨時に代

理することができる。 

第4条 教育長は、第1条各号に掲げる事項について、特に緊急な処理を

要するため教育委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する時間的

余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は災害その他やむを得

ない事情のため会議を開くことができないときは、当該事務を専決する

ことができる。 

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、速やかにその旨

を会議において報告し、承認を求めなければならない。 

2 教育長は、前項の規定により専決したときは、速やかにその旨を会議

において報告し、承認を求めなければならない。 

(教育長の職務代理) 

第5条 第1条、第3条及び前条の規定による事務については、教育長に

事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育委員会の委員の中か

ら教育長があらかじめ指名した職務代理者がその事務を行う。 

(教育長の職務代理) 

第5条 第1条、第3条及び前条の規定による事務については、教育長に

事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育委員会の委員の中か

ら教育長があらかじめ指名した職務代理者がその事務を行う。 

2・3 (略) 2・3 (略) 

 



酒田市教育委員会会議規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(会議録の公表) 

第17条 教育長は、会議において会議録が承認された後、速やかにこれ

を公表しなければならない。ただし、酒田市教育委員会の事務の委任等

に関する規則(平成17年教育委員会規則第 5号)第1条第1項第5号、

第6号、第9号、第 11号及び第 12号     に規定する事項に関す

るもの並びに教育長が公表することが適当でないと認めたものについて

は、公表しないことができる。 

(会議録の公表) 

第17条 教育長は、会議において会議録が承認された後、速やかにこれ

を公表しなければならない。ただし、酒田市教育委員会教育長事務委任

規則    (平成 17年教育委員会規則第 5号)第1条   第5号、

第 6号、第9号、第 11号、第12号及び第 17号に規定する事項に関す

るもの並びに教育長が公表することが適当でないと認めたものについて

は、公表しないことができる。 

 



議第１４号 

 

酒田市教育研修センター設置条例施行規則の一部改正について 

 

酒田市教育研修センター設置条例施行規則の一部を改正する規則を次のよう

に制定する。 

 

令和５年３月１７日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

酒田市教育研修センター設置条例施行規則の一部を改正する規則 

 

酒田市教育研修センター設置条例施行規則（令和３年教育委員会規則第１６

号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条第３項第４号を次のように改める。 

(4) 社会教育課長 

 

附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

市の行政組織の改編に伴い、教育研修センター運営協議会委員に関し、所要

の改正を行うものである。 



酒田市教育研修センター設置条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(運営協議会) 

第4条 (略) 

(運営協議会) 

第4条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 協議会委員は、次に掲げる者とする。 3 協議会委員は、次に掲げる者とする。 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

(4) 社会教育課長 (4) 社会教育文化課長 

(5)・(6) (略) (5)・(6) (略) 

4・5 (略) 4・5 (略) 

 



議第１５号 

 

酒田市公民館設置管理条例施行規則の一部改正について 

 

酒田市公民館設置管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように制定

する。 

 

令和５年３月１７日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

酒田市公民館設置管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 

酒田市公民館設置管理条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第２６号）

の一部を次のように改正する。 

 

第６条第２項中「第６条」を「第６条第１項」に、「社会教育文化課」を 

「社会教育課」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

市の行政組織の改編に伴い、課の名称が社会教育文化課から社会教育課に変

更されるため、所要の改正を行うものである。 



酒田市公民館設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(係の設置) 

第6条 (略) 

(係の設置) 

第6条 (略) 

2 前項に掲げる係の業務は、第 3条に定めるもののほか、組織及び運営

に関する規則第6条第1項の表社会教育課  の部社会教育係の項に掲

げる事務とする。 

2 前項に掲げる係の業務は、第 3条に定めるもののほか、組織及び運営

に関する規則第 6条   の表社会教育文化課の部社会教育係の項に掲

げる事務とする。 

 



議第１６号 

 

酒田市立図書館設置管理条例施行規則の一部改正について 

 

酒田市立図書館設置管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように制定す

る。 

 

令和５年３月１７日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

酒田市立図書館設置管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 

酒田市立図書館設置管理条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第３３号）の一

部を次のように改正する。 

 

第４条第２項を削る。 

第５条中第２項を削り、第３項を第２項とする。 

第６条中「及び文庫長」を削る。 

第１２条第２項中「中央図書館及び分館の資料にあっては」及び「、光丘文庫の

資料にあっては文庫長に」を削る。 

第１３条第１項中「中央図書館及び分館の資料にあっては」及び「、光丘文庫の

資料にあっては文庫長に」を削り、同条第３項中「及び文庫長」を削る。 

第１４条第１項中「及び光丘文庫の資料」を削り、同条第２項中「又は文庫

長」、「中央図書館及び分館の資料にあっては」及び「、光丘文庫の資料にあって

は文庫長に」を削る。 

第１６条第１項中「中央図書館及び分館の資料にあっては」及び「、光丘文庫の

資料にあっては文庫長に」を削る。 

様式第４号から様式第７号までを次のように改める。 

 

 

 



様式第４号（第１２条関係） 

 

 図書館資料館内閲覧申込書  

 酒田市立図書館長 宛  

 次のとおり、図書館資料の閲覧を申し込みます。  

 申 込 日 年    月    日 

  

住 所  

氏 名  

電 話 番 号 （       ）       － 

書     名 請求記号 

  

  

  

  

 ※ 太枠内をご記入ください。書名欄が足りないときは、裏面に記入してください。  

 

 （裏面）  

 

書     名 請求記号 

 

  

  

  

  

  

  

 ※ 太枠内をご記入ください。  



 

様式第５号（第１３条関係）  

 

 
(表面) № 

  

№ 

領 収 書 

金        円 

但し、図書館資料複写 
料金として 

上記の金額を受領しました。 

酒田市立  酒田市出納員 

図書館長  社会教育課長 

受 領 印 

（受領印のないものは無効で

す。) 

 

 

図書館資料複写申込書 

酒田市立図書館長 宛 

次のとおり、図書館資料の複写を申し込みます。 

申込 日        年    月    日 

住  所  

氏  名  

電 話 番
号 

（      ）      - 

複写資料名（書名等） 複写範囲 
枚数 

白黒 カラー 

 
p.   ～p. 

  

 
p.   ～p. 

  

 
p.   ～p. 

  

※太線内をご記入ください。複写資料欄の足りないときは、裏面に記入してくださ

い。 

種類 料金 数量 金 額 受領者 処理欄 

資料複写 
白黒 １０円    □ 

カラー ５０円    □ 

 

   

(裏面) 

 

複写資料名（書名等） 複写範囲 枚数 
白黒 カラー 

 
p.   ～p. 

  

 
p.   ～p. 

  

 
p.   ～p. 

  

 
p.   ～p. 

  

 
p.   ～p. 

  

 
p.   ～p. 

  

 
p.   ～p. 

  

 
p.   ～p. 

  

 
p.   ～p. 

  

 
p.   ～p. 

  



様式第６号(第１４条関係) 

 
 

 
  年   月   日 

 

資料館外利用許可申請書 

  酒田市立図書館長 宛 

 所在地又は住所 

 代表者又は氏名 

 

 次の理由により、禁帯出資料に指定されている資料を館外利用したいので許可くださるよう

申請します。 

 

利 用 目 的  

 

申 請 者 氏 名 
 

電話番号(      )      ― 

利 用 期 間    年   月   日から     年   月   日まで 

資 料 名 及 び 
請 求 記 号 

  

  

  

  

 
※ 太枠内をご記入ください。 

 

  



  

 

 

 

 

 

 
 

様式第 7号(第１６条関係) 
 

  年   月   日 
 

図書 紛失 破損 届 

  酒田市立図書館長 宛 

 住所 

 氏名 

 (保護者名)  

図書館資料を 紛失 破損 しましたので、酒田市立図書館設置管理条例施行規則第16条の規定により届け出 

ます。現品又は相当の対価の賠償を求められても異議を申し立てません。 

 
利 用 者 番 号  

 

電 話 番 号   

資 料 名  

紛 失 又 は 
破 損 の 理 由 

 

 

 

 

 ※ 紛失、破損の該当する項目を○で囲み、太枠内をご記入ください。  



附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

光丘文庫が図書館から酒田市立資料館に位置付けが変更されることに伴い、所要の

改正を行うものである。 



酒田市立図書館設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(職員) 

第4条 (略) 

(職員) 

第4条 (略) 

(削る) 2 酒田市立光丘文庫(以下「光丘文庫」という。)に文庫長を置き、並び

に古典籍調査員及び資料調査員を置くことができる。 

(職務) 

第5条 (略) 

(職務) 

第5条 (略) 

(削る) 2 文庫長は、光丘文庫に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督す

る。 

2 (略) 3 (略) 

(使用の制限) 

第6条 館長及び文庫長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、資

料及び施設の利用を制限し、又は禁止することができる。 

(使用の制限) 

第6条 館長及び文庫長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、資

料及び施設の利用を制限し、又は禁止することができる。 

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略) 

(館内貸出し) 

第12条 (略) 

(館内貸出し) 

第12条 (略) 

2 資料の館内貸出しを受けようとする者は、図書館資料館内閲覧申込書

(様式第4号)により中央図書館及び分館の資料にあっては館長に、光丘

文庫の資料にあっては文庫長に申し込まなければならない。 

2 資料の館内貸出しを受けようとする者は、図書館資料館内閲覧申込書

(様式第4号)により中央図書館及び分館の資料にあっては館長に、光丘

文庫の資料にあっては文庫長に申し込まなければならない。 

3 (略) 3 (略) 

(資料の複写) 

第13条 資料の複写は著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項に

規定する範囲とし、資料の複写を希望する者は図書館資料複写申込書

(資料の複写) 

第13条 資料の複写は著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項に

規定する範囲とし、資料の複写を希望する者は図書館資料複写申込書



(様式第5号)により中央図書館及び分館の資料にあっては館長に、光丘

文庫の資料にあっては文庫長に申し込まなければならない。 

(様式第5号)により中央図書館及び分館の資料にあっては館長に、光丘

文庫の資料にあっては文庫長に申し込まなければならない。 

2 (略) 2 (略) 

3 館長及び文庫長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の費

用を申込者に負担させないことができる。 

3 館長及び文庫長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の費

用を申込者に負担させないことができる。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 前号に定めるもののほか、館長又は文庫長が特に申込者に負担さ

せないことが必要と認める複写 

(2) 前号に定めるもののほか、館長又は文庫長が特に申込者に負担さ

せないことが必要と認める複写 

(館外貸出しの制限) 

第14条 参考図書、指定された郷土資料その他館長が特に指定した資料

及び光丘文庫の資料は、館外貸出しを行わないものとする。 

(館外貸出しの制限) 

第14条 参考図書、指定された郷土資料その他館長が特に指定した資料

及び光丘文庫の資料は、館外貸出しを行わないものとする。 

2 前項の規定にかかわらず館長又は文庫長が特に必要があると認めると

きは、貸出しをすることができる。この場合において、貸出しを受けよ

うとする者は、資料館外利用許可申請書(様式第6号)を中央図書館及び

分館の資料にあっては館長に、光丘文庫の資料にあっては文庫長に提出

しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず館長又は文庫長が特に必要があると認めると

きは、貸出しをすることができる。この場合において、貸出しを受けよ

うとする者は、資料館外利用許可申請書(様式第6号)を中央図書館及び

分館の資料にあっては館長に、光丘文庫の資料にあっては文庫長に提出

しなければならない。 

(損害の賠償) 

第16条 利用中の資料を紛失し、又は著しく汚損し、若しくは破損した

者は、図書紛失破損届(様式第7号)を中央図書館及び分館の資料にあっ

ては館長に、光丘文庫の資料にあっては文庫長に届け出て、現品又は相

当の代価をもって賠償しなければならない。 

(損害の賠償) 

第16条 利用中の資料を紛失し、又は著しく汚損し、若しくは破損した

者は、図書紛失破損届(様式第7号)を中央図書館及び分館の資料にあっ

ては館長に、光丘文庫の資料にあっては文庫長に届け出て、現品又は相

当の代価をもって賠償しなければならない。 

2 (略) 

 

 

  

2 (略) 



様式第4号(第12条関係) 様式第4号(第12条関係) 

図書館資料館内閲覧申込書 図書館資料館内閲覧申込書 

 
 

  
 

  



様式第5号(第13条関係) 様式第5号(第13条関係) 

図書館資料複写申込書 図書館資料複写申込書 

 

 
 

 

  

  



様式第6号(第14条関係) 様式第6号(第14条関係) 

資料館外利用許可申請書 資料館外利用許可申請書 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

  



様式第7号(第16条関係) 

 図書紛失破損届 

様式第7号(第16条関係) 

 図書紛失破損届 

 

   

  

 



議第１７号 

 

酒田市立資料館設置管理条例施行規則等の廃止について 

 

酒田市立資料館設置管理条例施行規則等を廃止する規則を次のように制定

する。 

 

令和５年３月１７日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

酒田市立資料館設置管理条例施行規則等を廃止する規則 

 

次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 酒田市立資料館設置管理条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第

３７号） 

(2) 酒田市文化財保護条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第４８号） 

(3) 酒田市阿部記念館設置管理条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第

４９号） 

(4) 酒田市旧阿部家設置管理条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第

５０号） 

(5) 酒田市旧鐙屋設置管理条例施行規則（平成２４年教育委員会規則第３号） 

(6) 酒田市松山歴史公園設置管理条例施行規則（平成２６年教育委員会規則

第３号） 

(7) 酒田市土門拳記念館設置管理条例施行規則（平成２８年教育委員会規則

第７号） 

(8) 酒田市美術館設置管理条例施行規則（平成２８年教育委員会規則第８号） 

(9) 酒田市庄内文化賞に関する規則（平成２８年教育委員会規則第９号） 

(10) 酒田市阿部次郎文化賞に関する規則（平成２８年教育委員会規則第１０

号） 

(11) 酒田市文化芸術推進審議会規則（平成３０年教育委員会規則第７号） 

 



附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

市の行政組織の改編に伴い、市長が管理し、及び執行する教育に関する事務

に係る教育委員会規則について廃止するものである。 



「 
 
 
 

」 

「 
 
 

」 

議第１８号 

 

酒田市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員に対する 

被服貸与規程の一部改正について 

 

酒田市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員に対する被服貸与

規程の一部を改正する訓令を次のように制定する。 

 

令和５年３月１７日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

酒田市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員に対する 

被服貸与規程の一部を改正する訓令 

 

酒田市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員に対する被服貸与

規程（平成１７年教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

 

別表中 

 

 

 

 

を 

 

 

 

に改める。 

 

附 則 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

 

社会教育文化課 文化財の業務に従事する職員 作業服上下 1 ― 

夏作業服上下 1 ― 

ゴム長靴 1 ― 

社会教育課 施設管理に従事する職員 作業服上下 1 ― 

夏作業服上下 1 ― 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

行政組織の変更に伴い、組織名と貸与の対象となる職員の見直しを行うにあ

たり、所要の改正を行うものである。 



酒田市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員に対する被服貸与規程新旧対照表 

新 旧 

 

別表(第 2条関係) 

 

別表(第 2条関係) 

課名等 貸与対象職員 貸与品 
数

量 

貸与

期間 
備考 

 （略）     

社会教育課 施設管理に従事する職員 作業服上下 1 ―  

夏作業服上下 

     

1 

  

― 

   
 

 （略）     
 

課名等 貸与対象職員 貸与品 
数

量 

貸与

期間 
備考 

 （略）     

社会教育文化

課 

文化財の業務に従事する

職員 

作業服上下 1 ―  

夏作業服上下 1 ―  

ゴム長靴 1 ―  

 （略）     
 

 



議第１９号 

 

酒田市教育委員会文書管理規程の一部改正について 

 

酒田市教育委員会文書管理規程の一部を改正する教育委員会訓令を次のよう

に制定する。 

 

令和５年３月１７日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

酒田市教育委員会文書管理規程の一部を改正する教育委員会訓令 

 

酒田市教育委員会文書管理規程（令和４年教育委員会訓令第２号）の一部を

次のように改正する。 

 

第１２条第１項第２号に次のただし書を加える。 

ただし、電子決裁システムにおいて決裁を受ける場合は、当該システムの

付番機能の利用をもって、指令番号簿の付番に代えることができる。 

第１２条第１項第３号に次のただし書を加える。 

ただし、電子決裁システムにおいて決裁を受ける場合は、当該システムの

付番機能の利用をもって、文書収発簿の付番に代えることができる。 

第１４条第１項中「発信者名は」の次に「、酒田市教育委員会の事務の委任

等に関する規則（平成１７年教育委員会規則第５号）第１条第１項の規定によ

り教育長に委任された事項（以下「教育長委任事務」という。）を除き」を加

え、ただし書を削り、同条第２項各号列記以外の部分を次のように改める。 

教育長委任事務に関する施行文書の発信者名は、教育長名を用いなければ

ならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めると

ころによることができる。 

第１６条中「措置は」の次に「、原則として」を加える。 

別表第１ ５ 市の歴史、伝統等の文化遺産に関する公文書の部を削り、同

表中 



「 

 

」 

「 

 

」 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

「 

 

 

 

」 

「 

 

 

 

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 を  に改め、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同表 １２ 文化芸術に関する公文書の部を削り、同表中 

 

 

 を  に改め、 

 

 

同表に備考として次のように加える。 

備考 学校が保有する公文書の保存期間は、法令又は国若しくは他の地方公

共団体が定める公文書の保存に関する規程（以下「法令等」という。）と

保存期間について整合を図る必要があるときは、当該法令等で規定する保

存期間とすることができる。 

別表第２中 

 

 を  に改める。 

 

 

６ 学校の

管理及び運

営に関する

公文書  

７ 学校教

育に関する

公文書  

８ 児童及

び生徒に関

する公文書  

９ 学校給

食に関する

公文書  

１０ 学校

保健に関す

る公文書  

１１ 社会

教育に関す

る公文書  

５ 学校の

管理及び運

営に関する

公文書  

６ 学校教

育に関する

公文書  

７ 児童及

び生徒に関

する公文書  

８ 学校給

食に関する

公文書  

９ 学校保

健に関する

公文書  

１０ 社会

教育に関す

る公文書  

１１ スポ

ーツに関す

る公文書 

１３ スポ

ーツに関す

る公文書 

社会教育課 社会教育文化課 



附 則 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

電子決裁システムの導入及び市の組織改編への対応並びに保存期間に関する

特例等に関し所要の改正を行うものである。 



酒田市教育委員会文書管理規程新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(記号及び番号) 

第12条 施行文書には、次に掲げる記号及び番号を付さなければならな

い。 

(記号及び番号) 

第12条 施行文書には、次に掲げる記号及び番号を付さなければならな

い。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 指令には、その種別を付け、これに続けて別表第 2に規定する記

号(以下「記号」という。)を付し、番号は、指令番号簿による会計年

度による一連番号とする。ただし、電子決裁システムにおいて決裁を

受ける場合は、当該システムの付番機能の利用をもって、指令番号簿

の付番に代えることができる。 

(2) 指令には、その種別を付け、これに続けて別表第 2に規定する記

号(以下「記号」という。)を付し、番号は、指令番号簿による会計年

度による一連番号とする。ただし、電子決裁システムにおいて決裁を

受ける場合は、当該システムの付番機能の利用をもって、指令番号簿

の付番に代えることができる。 

(3) その他の公文書には、その記号を付け、これに続けて種別を付

し、番号は、文書収発簿による会計年度による一連番号とする。ただ

し、電子決裁システムにおいて決裁を受ける場合は、当該システムの

付番機能の利用をもって、文書収発簿の付番に代えることができる。 

(3) その他の公文書には、その記号を付け、これに続けて種別を付

し、番号は、文書収発簿による会計年度による一連番号とする。ただ

し、電子決裁システムにおいて決裁を受ける場合は、当該システムの

付番機能の利用をもって、文書収発簿の付番に代えることができる。 

2 (略) 2 (略) 

(発信者名) 

第14条 施行文書の発信者名は、酒田市教育委員会の事務の委任等に関

する規則（平成 17年教育委員会規則第 5号）第 1条第1項の規定によ

り教育長に委任された事項（以下「教育長委任事務」という。）を除

き、教育委員会名を用いなければならない。ただし、酒田市教育委員会

教育長事務委任規則(平成17年教育委員会規則第 5号)第1条の規定に

より教育長に委任された事項については教育長名とすることができる。 

(発信者名) 

第14条 施行文書の発信者名は、酒田市教育委員会の事務の委任等に関

する規則（平成 17年教育委員会規則第 5号）第 1条第 1項の規定によ

り教育長に委任された事項（以下「教育長委任事務」という。）を除

き、教育委員会名を用いなければならない。ただし、酒田市教育委員会

教育長事務委任規則(平成 17年教育委員会規則第 5号)第1条の規定に

より教育長に委任された事項については教育長名とすることができる。 



2 教育長委任事務に関する施行文書の発信者名は、教育長名を用いなけ

ればならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に

定めるところによることができる。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、文書の

発信者名は、当該各号の定めるところによることができる。ただし、次

の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるところによることが

できる。 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

3・4 (略) 3・4 (略) 

(保存期間等) 

第16条 別表第1事項の欄に掲げられた公文書の保存期間及び保存期間

満了時の措置は、原則として、同表に従い設定しなければならない。 

(保存期間等) 

第16条 別表第 1事項の欄に掲げられた公文書の保存期間及び保存期間

満了時の措置は、原則として、同表に従い設定しなければならない。 

 

別表第 1(第1条、第16条関係) 

 

別表第 1(第1条、第16条関係) 

事項 業務の区

分 

公文書の類型 保存

期間 

保存期間

満了時の

措置 

（削る）  

   

5 学校の管理及び運

営に関する公文書 

    

    

（略）   

   

   

事項 業務の区

分 

公文書の類型 保存

期間 

保存期間

満了時の

措置 

5 市の歴史、伝

統等の文化遺産

に関する公文書 

市の歴

史、伝統

等の文化

遺産に関

する事項 

ア 文化財、伝統その他

文化遺産に関するもので

重要なものに関する公文

書 

30年 移管 

イ 市史編さんの資料と

なった公文書 

10年 移管 

6 学校の管理及

び運営に関する

公文書 

    

    

（略）   

   

   



6 学校教育に関す

る公文書 

    

（略）   

   

   

7 児童及び生徒に

関する公文書 

    

（略）   

   

   

8 学校給食に関す

る公文書 

    

（略）   

   

9 学校保健に関す

る公文書 

 （略）   

   

10 社会教育に関す

る公文書 

    

（略）   

   

   

（削る）  

   

7 学校教育に関

する公文書 

    

（略）   

   

   

8 児童及び生徒

に関する公文書 

    

（略）   

   

   

9 学校給食に関

する公文書 

    

（略）   

   

10 学校保健に

関する公文書 

 （略）   

   

11 社会教育に

関する公文書 

    

（略）   

   

   

12 文化芸術に

関する公文書 

文化芸術

に関する

事項 

ア 文化芸術に関するも

ので特に重要な公文書 

30年 移管 

イ 文化芸術に関するも

ので重要な公文書 

10年 廃棄 

ウ 文化芸術に関する公

文書 

5年 廃棄 



  

   

11 スポーツに関す

る公文書 

    

（略）   

   

   
 

エ 文化芸術に関するも

ので軽易なものに関する

公文書 

1年 廃棄 

13 スポーツに

関する公文書 

    

（略）   

   

   
 

備考 学校が保有する公文書の保存期間は、法令又は国若しくは他の地

方公共団体が定める公文書の保存に関する規程（以下「法令等」とい

う。）と保存期間について整合を図る必要があるときは、当該法令等

で規定する保存期間とすることができる。 

(新設) 

 

別表第 2(第12条関係) 

 

別表第 2(第12条関係) 

課名 文書の記号 

企画管理課 教企 

学校教育課 教学 

社会教育課 教社 

スポーツ振興課 教ス 
 

課名 文書の記号 

企画管理課 教企 

学校教育課 教学 

社会教育文化課 教社 

スポーツ振興課 教ス 
 

 



議第２０号 

 

酒田市生涯学習推進委員会設置規程の一部改正について 

 

酒田市生涯学習推進委員会設置規程の一部を改正する規則を次のよう制定する。 

 

令和５年３月１７日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

酒田市生涯学習推進委員会設置規程の一部を改正する訓令 

 

酒田市生涯学習推進委員会設置規程(平成２１年教育委員会訓令第４号)の一部を

次のように改正する。 

 

第５条第３項中「社会教育文化課長」を「社会教育課長」に改める。 

第６条中「社会教育文化課」を「社会教育課」に改める。 

別表中 

「   

 健康福祉部子育て支援課長 
 

 

  」 

を 

「   

 健康福祉部こども未来課長 
 

 

  」 

に改める。 

 

附 則 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 市の行政組織の改編に伴い、所要の改正を行うものである。 



酒田市生涯学習推進委員会設置規程新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(生涯学習庁内作業部会) 

第5条 (略) 

(生涯学習庁内作業部会) 

第5条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 部会長は、社会教育課長をもって充てる。 3 部会長は、社会教育文化課長をもって充てる。 

4～6 (略) 4～6 (略) 

(事務局) 

第6条 推進委員会の事務局は、社会教育課に置く。 

(事務局) 

第6条 推進委員会の事務局は、社会教育文化課に置く。 

 

別表(第 3条、第5条関係) 

 

別表(第 3条、第 5条関係) 

役職 職名 

(略) (略) 

委員 

(略) 

健康福祉部こども未来課長 

(略) 
 

役職 職名 

(略) (略) 

委員 

(略) 

健康福祉部子育て支援課長 

(略) 
 

 



議第２１号 

 

令和５年度酒田市教育委員会事務局等職員の人事異動について 

 

令和５年度酒田市教育委員会事務局等職員（管理職）の人事異動を別紙のと

おり提案する。 

 

令和５年３月１７日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項１】 

 

件 名 令和４年度定期監査結果について 

担 当 課 企画管理課（電話２６-５７７２） 

【報告の概要】 

 

令和４年度定期監査結果については、別紙のとおり指摘事項及び注意事項があり、措置

内容を回答しております。 

 

 

 

 























酒田市教育委員会 

 

その他（各課等からの報告）【報告事項２】 

 

件名 酒田市教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱について 

担当課 企画管理課（電話２６－５７７２） 

 

 令和４年１０月３１日及び令和５年２月１４日の総合教育会議の議題になりました、酒

田市教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」といいま

す。）を市長が定めたので、報告するもの。 

 

【報告の概要】 

１ 大綱の根拠 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３第１項に規定する、教育、学

術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱 

 

２ 大綱の内容 

酒田市総合計画後期計画（令和５年度～和９年度）の教育、学術及び文化の振興に関

する次の政策に位置づけされる主な施策を大綱として策定するもの。【別紙のとおり】 

＜酒田市総合計画後期計画＞ 

 第１章「未来を担う人材が豊富な酒田」 

政策２「大学・高校とともにつくる「ひと」と「まち」」 

政策３「公益の心を持ち明日をひらく子どもたちを育むまち」 

政策４「学びあい、地域とつながる人を育むまち」 

 

３ 対象期間 

令和５年度から令和９年度まで 

 

４ 周知方法 

・市広報４月１日号に記事掲載 

・市ホームページで公開 

 

５ 大綱に関するこれまでの経過 

時期 内容 

平成 27年４月 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、市長が本

市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるこ

ととなる。 

平成 27年６月 「酒田市教育等に関する施策の大綱」策定 

（対象期間：平成 27年度から平成 31年度までの５年間） 

平成 30年 10月 「酒田市教育等に関する施策の大綱」改訂 

（対象期間：平成 30年度から令和４年度までの５年間） 
 

 



 

 

 

 

 

 

１ 東北公益文科大学等との連携 

○市民等が公益大を知り、その資源を活用できるよう、公益大に関する情報や、公益大が社会人の学び場

でもあることを積極的に発信します。また、市民と学生が交流し、活気あふれるまちにするため、公益

大を支援していきます。 

○人口減少を抑制するため、公益大卒業生の地元定着に向けて取り組みます。 

２ 東北公益文科大学の公立化 

○今後も安定的に学生を確保し、地域人材を育成する拠点として、公益大を存続させていくため、早期の

公立化に向けて取り組みます。 

３ 高等学校との連携 

○市内高等学校の魅力化を図るため、本市をフィールドとした特色ある教育活動を支援していきます。  

４ 「いのち」の大切さを学ぶ教育の推進 

○学級・学校づくりを通じて、自分の存在や生き方を大切にしながら、多様性や個性を受け入れ、他者の

生命や生き方を尊重する気持ちを育みます。 

○災害時等に子どもたちが主体的に命の安全を守ることができるよう、危険予測・危機回避能力を育成し

ます。 

５ 社会の変化に対応できる確かな学力の育成 

○学びに向かう力、人間性等を育成し、全ての子どもたちが社会の一員として自立し Society5.0
※１

の時

代を豊かに生きていくための基礎となる学力を育成します。 

○自らの夢に向かって意欲的に学んでいくため、基盤となる問題発見・解決能力等の育成を推進します。  

※１ Society5.0： サイバー（仮想）空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会課題

の解決を両立する人間中心の社会。 

６ 豊かな心と健やかな体の育成 

○多様性を認め合う心豊かな子どもたちの育成に努めます。 

○子どもたちの望ましい食習慣の形成に努めます。 

○日常的に運動する習慣を通した基礎的運動能力や体力の向上を図ります。 

○質の高い文化、芸術、スポーツに触れる機会をつくります。  

７ 共生社会の実現に向けた教育の推進 

○全ての子どもたちが個々の能力を最大限に伸ばす学校づくりを推進します。  

○支援を必要とする子どもの社会的な自立を目指し、切れ目なく支援を受けることができるよう関係機関

との連携を図ります。  

○支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズを踏まえて対応します。  

８ スクール・コミュニティ※２  の拡充 

○子どもを縁とし、学校と地域が一体となって地域づくり・人づくりを進めます。 

○子どもたちの多様な学習機会創出のため、地元企業や公益大、高等学校等との連携を深めます。   

 ※２ スクール・コミュニティ： 学校やそこにおける子どもを”縁”として、地域の大人と教師の関わりや学校と地域社会の  

協働関係のあり方を、より良好なものにしていこうとする考え方や実践のこと。  

 

 

策定 令和５年３月 

 

 

 

 

 

９ 学校教育環境の整備推進 

○児童生徒数の推移により、適正規模等課題のある地域の小・中学校の将来のあり方について、地域とと

もに考えます。  

○より効果的な小中一貫教育の推進を図るため、同じ小学校から別々の中学校へ進学する現状の見直しに

着手します。  

○学校施設の長寿命化を図るとともに計画的かつ効率的な整備に努めます。  

○通学における安全確保に努めます。  

○教職員が安心して職務に専念できる職場環境の形成と心身の健康維持に向けた対策の充実に努めます。  

10 人生 100 年時代を見据えた学びの推進 

○生涯を通じて学ぶことができる機会の提供、環境づくりを進めます。  

○生涯学習施設「里仁館」、公益大等の教育機関、コミュニティ振興会との連携を図ります。  

○全ての市民が地域社会の一員として社会参加できるような生きがいづくり、地域とのつながりづくりへ

の支援を進めます。 

11 文化芸術活動の推進 

○広く市民の文化芸術活動の充実を図るため、他分野と連携し地域資源を生かした事業や市民参加型事業

を推進します。 

○学校における子どもたちの参加型・体験型事業の充実に努めます。  

12 郷土愛にあふれた人材の育成 

○子どもたちがふるさと酒田に誇りと愛着を持つ教育の充実と多くの市民が地域の歴史文化に関心を持ち

積極的に関わる機会の創出に努めます。 

○本市の貴重な財産である文化財や歴史的資料の確実な継承と活用を図ります。  

○地域における伝統文化の継承のための支援体制を整備します。 

○郷土史料の保管と初心者から研究者までの幅広いニーズに応える学習・研究・観光の拠点として、文化

資料館（仮称）の整備を進めます。 

13 知（地）の拠点としての図書館機能の拡充 

○市民の知的好奇心や生活・ビジネス・学習等における多様なニーズに応えられる図書館として機能の充

実を図ります。 

○駅前の中心施設として、人が集い、交流し、賑わいを創出していくため、指定管理者との連携強化に努

めます。 

14 「する」「みる」「ささえる」スポーツの推進 

○誰もが気軽にスポーツを楽しめる機会の提供と生涯スポーツの推進を図ります。  

○全国レベルで活躍する選手を育成し、市民のスポーツへの興味と関心を高めます。  

○魅力あるスポーツイベントによる交流人口の拡大と賑わいとまちづくりを推進します。  

○人口減少に伴う適正な体育施設の配置とユニバーサルデザイン
※３

に配慮した安全で快適なスポーツ環

境を提供するため、施設の適正な管理と計画的な整備・改修を進めます。  

※３ ユニバーサルデザイン： 都市づくりや建築物、機種など障がいの有無および高齢者などの区別なく誰もが使えるように

配慮されたデザイン。 

酒田市教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下、「施策の大綱」という。）  

（対象期間：令和 5 年度から令和 9 年度まで）  

酒田市は、公益学の発祥の地として、公益の心を持ち明日をひらく子どもたちを育むとともに、学びあい、地域とつながる人を育むことにより、未来を担う人材を

育成し、市民一人ひとりの幸せと社会全体の幸せの実現に向けて施策の大綱を定めます。  

施策の大綱は、令和 4 年 12 月に策定された「酒田市総合計画後期計画」の教育、学術及び文化の振興に関する部分をもって、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1 条の 3 に規定する「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」とすること

としました。上記の施策の大綱は、酒田市総合計画後期計画の基本構想のうち第１章「未来を担う人材が豊富な酒田」の基本計画順に記載しています。  
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